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全 卜協発第 98号 (企 )

令和 6年 5月 24日

各都道府県 トラック協会 会長 殿

公益社団法人

会 長

全 日本 トラック

坂 本 克

令和 6年賃金引上げ等の実態に関する調査の実施に係る協力依頼について

平素は、当協会の業務運営にご協力とご理解をいただき、厚く御礼申し上げます。

今般、厚生労働省より、別添のとおり「令和 6年賃金引上げ等の実態に関する調

査」に関して、傘下会員事業者への周知の協力依頼がありました。

本調査は、労働者の賃金等の実態を明らかにするもので、結果は最低賃金決定の

ための中央最低賃金審議会 (目 安に関する小委員会)の審議で使用するほか、労働

経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役

割を担った調査となっております

つきましては、本調査実施について、会員事業者の皆様へ周知いただきますとと

もに、本件に関し問合せがあった際は、下記の照会先をお伝えいただきますよう宜

しくお願い申し上げます。

敬 具

<添付資料>
1.令和 6年賃金引上げ等の実態に関する調査の実施についての協力依頼

について

2.調査の内容、調査票例

3.機 関紙、広報誌等における広報文例

(照会先 )

厚生労働省政策統括官付参事官付

賃金福祉統計室賃金第二係

電話 :03-5253-HH 内線 7653
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政統発 0514第 2号

令和 6年 5月 14日

公益社団法人

会長 坂本

全 日本 トラック協会

克己 殿

厚生労働省 政策統括官

(統計・情報システム管理、労使関係担

令和 6年賃金引上げ等の実態に関する調査

の実施に係る協力依頼について

厚生労働省において実施しております「賃金引上げ等の実態に関する調査」に

つきましては、特段の御配慮、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

この調査は、民間企業 (労働組合のない企業を含む。)における賃金・賞与の

改定額、改定率、賃金.・ 賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握するこ

とを目的として、産業別及び企業規模別に無作為に選定した民間企業を調査の

封象として昭和 44年以降、毎年実施しております。

調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会 (目 安に関する小委

員会)の審議で使用するほか、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において

広く活用されており、非常に重要な役割を担つております。

本年も7月 より別添 1「調査の内容」及び別添2「調査票」のとおり調査を実

施いたしますので、調査の趣旨を御理解いただきますとともに、貴団体傘下の企

業から御協力を得られますよう、特段の御配慮をお願い申し上げます。

また、広報用の原稿を御用意いたしましたので、貴団体の広報誌等に掲載いた

だくなど、周知に御協力くださいますよう併せてお願い申し上げます。

(照会先 )

厚生労働省政策統括官付参事官付

賃金福社統計室賃金第二係

民塾言舌 : 03-5253-1111内濡柔7653

chinage@mhlw.go.jp
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男げ添 1

調査の内容

(1)調査の目的
この調査は、民間企業 (労働組合のない企業を含む。)に おける賃金・賞与の改定額、改定率、

賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的としている。
なお、調査は昭和44年以降毎年実施しており、今回が第56回 目に当たる。

(2)調査の範囲

調査の範囲は次のとお りである。
ア 地域

全国

イ 産業         ′

日本標準産業分類 (平成25年 10月 改定)に よる次の15大産業
「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情

報通信業」、「運輸業、郵便業」、「缶Π売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸
業」、「学術研究、専門・技術サー ビス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、
娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「サービス業 (他 に分類 されないもの)」

※生活関連サービス業,娯楽業は、その他の生活関連サービス業の家事サービス業を除く。
※サービス業 (他 に分類 されないもの)は、外国公務を除く。

ウ 調査対象

主たる事業が上記イに掲げる産業に属する常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営
企業の うちから、産業、企業規模別に層化 して無作為に抽出した企業

3)調査事項

ア 企業の属性

イ 賃金の改定に関する事項

ウ 賃金の改定事情に関する事項
工 賞与支給に関する事項
オ 労働組合 との交渉経過

(4)調査の対象期間

令和 6年 1月 から12月 までの 1年間

(5)調査の実施時期及び方法

令和 6年 7月 より郵送調査により実施 (回収のみオンライン調査併用 )

(6)調査機関

厚生労働省―調査対象企業

(7)集計方法

厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室において集計を行 う。

(
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厚生労働省

労働組合
の有無

あり 1

なし 2

す
′ く一

（
所
在
地

）
（
企
業
名

）

政府統 計

統計法に基づく

瑠潔厨 令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査
の秘密の保護

写「
全を期しま        調 査 票

◆ 左記所在地、会社名に誤りがある場合は、赤字
で訂正をお願いします。

【記入上の注意 】

1 この調査は、企業を単位として依頼しております
で 、

てくださ
い 。

なお、
お

お願いします。

、「記入の手引き」をご覧いただ

3 は、調査票の記入内容について、
だく場合がありますので、記入担当

部課名及び氏名等の記入をお願いします。

中に“1)～ 33)"がある箇所は「記入の手引
き」の「Ⅳ 調査項目について」に説明があります。

不明な点については、下記|

記
入
担
当
者

所属部課名

電話 (

E― mail

) (内線   )

氏 名

法人番号

一拠
邑

2
き

い 。

※ 法人番号欄には国税庁から指定された13桁の法人番号を記入してください。

[すべての企業がお答えください。]

問1  企業全体の常用労働者
1)数

(令和6年8月 1口 現在)、 事業内容又は主たる製品名及び労働組
合の有無についてお答えください。

企業全体の常用労働者数
(雇用期間を定めず雇用
されている労働者数)

(令和6年 8月 1日 現在 )

人

事業内容又は主たる製品名

この調査票は、統計上の目的以外に使用することはありませんので、ありのままを記入してください。
また、オンライン調査票による回答も可能ですので、詳しくは「記入の手引き」をご覧ください。

0001  0002  0003

パ

厚生労働省賃金引上げ等の実態に関する調査事務局 (OOO株式会社 )

電話 :OOO― OOO― oOO

(連絡先)
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質問中に1)、

問2令 和6年 1～ 12月 の間の常用労働者の賃金の改定についてお答えください。

賃金の改定には、定期昇給
め
、ベースアップ(ベア)°、諸手当

つの改定などによる賃金の引き上げの他に、

ベースダウン
の
や賃金カット°などによる賃金額の低下も含み、いずれかに1人でも該当者がいれば、賃金の

改定を行つた(又は行う)としてください。したがつて、「賃金の改定を行わない」とは1人も賃金の改定を行わ

なかつた場合のみが該当します。

[(1)は、すべての企業がお答えください。]

(1)令和6年 1～ 12月 の間に賃金の改定について、該当する番号を1つ選び0で四んでください。

賃金の改定を
行つた。行う

1人平均賃金を引き上げた。引き上げる
7) 1

1人平均賃金を引き下げた。引き下げる働 2

賃金の改定を行わない 3

未定である 4

[(2)は、(1)で 1又は2を選択した企業がお答えください。]

(2)賃金の改定時期(改定後の賃金の適用開始
んでください。

、該当する番号をすべて0で囲

[(3)から(5)は、(2)で 1又 お答えください。]

(3)賃金の改定額を決定
9)をご記入ください。なお、日まで不明の場合は、月のみ記入し、

上旬・中旬・下旬のいず 1つ選び0で田んでください。

(4)改定後の賃金の適用開始日、改定後の賃金の初回支払日をご記入ください。なお、日まで不

明の場合は、月のみ記入し、前半・後半のいずれかを1つ選び0で囲んでください。

改定後の賃金の適用開始日
1°

月 日 (又は 前半・後半 )

改定後の賃金の初回支払日
1つ

月 日 (又は 前半・後半 )

t

3

(5) 令和6年 1～ 1?月 の間の賃金の改定額、改定率(予定を含め)をご記入ください。同期間内に

賃金の改定が複数回ある場合は、合計した賃金の改定額、改定率をご記入ください。

賃金の改定額には、賃金引き上げ該当者の改定額を合計し、賃金引き下げがあれば、引き下げ該当
者の改定額を合計し、それらを合算して全常用労働者数で平均してください。

1人平均賃金の改定額
1か

千
:

1人平均賃金の改定率
1か

*計算方法は、「記入の手引き」7～ 8頁を参照してください。
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円 定期昇給制度がある企業は3
ページの問3(2)で、うち数として

定昇額、定昇率をご記入くださ
い 。

%

3ページの間3ヘ

(2)へ

5ページめ間6ヘ

1〔1～ 8月 (実績)

9～ 12月 (予定。額決定)

3へ9～ 12月 (予定・額未定)

月 日 (又は 上旬・ 中旬・下旬 )
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rl間3定期昇給 (定昇)制度及び賃金カッHこついてお答えください。

[(1)は、間2(1)で 1、 2又は3を選択した企業がお答えください。]

(1)令和6年 1～ 12月 の定昇制度の実施状況について、管理職
1° 日一般職それぞれ、該当する番号を

1つ選びOで囲んでください。定昇制度がある場合は、定昇とペア等の区別の有無とペア等 (ベース
アップ及びベースダウン)の実施状況について、該当する番号を1つ選び0で囲んでください。

一部の常用労イ動者に封してのみベアを行つた。行う場合でも、ベアを行った。行うとしてください。

①管理職

②一般職

[(2)は、間2(2)で 1又は2を選択し、間3(1)で「 」と回答した企業がお答えください。]

(2)1人平均賃金の改定額、改定率 く定昇額、定昇率についてお答えくださ
い 。

円

[(3)及び(4)は、間2(2)で 1又は2を選択した企業がお答えください。]

(3)賃金カット(基本給、諸手当の減額)の実施状況について、骸当する番号を1つ選び0で囲んでくだ
さい。

4ページの問4ヘ

(4)賃金カットの対象者
1°
について、管理職ロー般職それぞれ、該当する番号を1つ選び0で田んでく

ださい。対象者が一部又は全員の場合は、賃金カットの内容についても、該当する番号をすべて0
で囲んでください。

%

}

定期昇給制度の有無と実施状況

定昇を行つた。行う 1

定昇を行わなかった。行わない 2
定昇制度

あり
1°

定昇を延期した 3

4定昇制度なし

定昇とベア等の区別の有無とペア等の実施状況

ベアを行つた。行う 1

ベアを行わなかった。行わなセヽ 2

定昇と
ベア等の
区月町あり ベースダウンを行つた。行う 3

定昇とベア等の区別なし 4

定期昇給制度の有無と実施状況

定昇を行つた。行う 1

定昇を行わなかった。行わない 2
定昇制度

あり
14)

定昇を延期した 3

定昇制度なし 4

定昇とベア等の区別の有無とペア等の実施状況

ベアを行つた。行う 1

ベアを行わなかった。行わない 2

定昇と

現 ベースダウンを行つた。行う 3

区男けなし 4

1人平均賃金の改定額のう 額
1の

1人平均賃金の改定率のうちt父平均定昇率
1°

賃金カット
の
の有無

行った・行う 1
賃金カントを

2行わなかった 。行わない

一部 1 賃金カットの内容

全員 2 基本給の減額
1の
を行った。行う 1管理職

対象者なし 3 諸手当の減額
1°
を行った・行う 2

一部 1 資金カットの内容

全員 2 基本給の減額
1の
を行った。行う 1一般職

3対象者なし 諸手当の減額
19を

行った・行う 2

-3-



1個別賃金方式
191

2個別賃金方式及び平均賃上げ方式
20の

両方式

3平均賃上げ方式

4

そ の 他

具体的に記
入願います。

√
―
―
―
く

ヽ
―
―
―
ノ

ふ

[間 2(1)で 1又は2を選択した企業がお答えください。]

間4 賃金の改定方式について、該当する番号を1つ選びOで囲んでください。

* 個別賃金方式、平均賃上げ方式
のどちらにも当てはまらなヤヽ場合
は、「その他 4」 にOを付け〔〕に

記入をしてください。

[間 2(1)で 1、 2又は3を選択した企業がお答えください。]

間5 令和6年 1～ 12月 の賃金の改定の決定
鰤)(改

定を予定しているが、額が未定の場合を含
む)の際に、令豊今仏とi´て、最も重視した(重視する)要素を塑 、そのほかに重視した(重

視する)要素を坤 び0印を付けてください。
なお、個人の能力や個人の業績評価によつて賃金の改定を行い、改定の際に企業全体と

して重視した要素のない企業は「重視した要素はない」のみにO印を付けてください。

① 「企業の の 1つ選び0で囲んでくださ
い。また、「 内容で「良い」又は
「民景い」
理由に

、その業績評価を選 た

Oて
囲

② どのような企業の賃金状況を参考に、世間相場を
重視した(重視する)か、最も重視した(重視する)も

のを塑 、そのほかに重視した(重視する)ものを堕
主で理びo印を付けてください。

具体的に記入願います。

t

最
も
重
視 重

視
に

企業の業績

業績評価の理由世間相場

販売数の増加・減少 1雇用の維持
2め

販売価格の上昇。下落 2労働力の確保・定着
2め

3
増加・減少

の
どちらともいえない物価の動向

労使関係の安定

親会社又は関連 (グメレー

前年度の改定実績

その他の要素

重視した要素はない

■
■
■

最
も
重
視

そ
の
」
耀
騨

同一産業上位企業
2め

同一産業同格企業
20

他産業の企業

同一地域企業

系列企業

その他

-4-



昨年の冬の賞与

支給した 1

支給していない 2

[すべての企業がお答えください。]

問6賞与(ボーナス)の支給状況についてお答えください。

(1)締零覇瑛茸可星だ良轟督麓
)の賞与の支幸合について、該当する番号を1つ選
合は支給額、月数についてもご配入ください。

昨年の冬の賞与支給額、月数をご記入ください。
(期間内に複数回支給した場合は、合計をお答えください。)

円

か月

(2)今年の夏 (令和6年3月 ～3月 )の賞与の支給について、該当する番号を1つ選び0で囲
んでください。また、「支給した又は支給する(額決定) 」の場合は、支給額、月数をご記入
ください。どのように決めたかについては、該当 つ選び0て囲んでください。

今年 給額、月数をご記入ください。

合計をお答えください。)

円

か月

0604

今年の夏の賞与支給額は、どのようにして決めました
か。骸当する番号を1つ選びOで囲んでください。

業績連動式
2つ

1

労使交渉 2

そ の 他  具体的に記入願います。

3

0607

1人平均賞与支給額
2つ

十 :

1人平均賞与支給月数
2の

今年の夏の賞与

支給した又は支給
する(額決定)

1

支給するが額は未定 2

支給しない 3 C

未定
20で

ぁる 4

与支給額
す

=

″
1人平均賞与支給月数

労働組合のない企業は以上で記入は終わりです。ご協力ありがとうござ
ヤヽました。
調査票の記入が終わりましたら、同封の返信用封筒をご使用のうえ、
令和6年8月 10日 支でにご提出ください。

-5-



[以下は労働組合がある企業がお答えください。]

間7労働組合からの令和6年の賃上げ要求交渉についてお答えください。

(1)労働組合からの賃上げ要求交渉の有無について、該当する番号を1つ選び0で四んでくだ

さい。要求交渉があつた場合は、要求月日をご記入ください。なお、日まで不明の場合は、月
のみ記入し、前半□後半のいずれかを1つ選びOで田んでください。
また、要求内容について該当する番号を1つ選び0で囲んでください。要求内容が『具体的

な賃上げ額を要求」の場合は、要求額
281についてもご記入ください。

宅

賃上げ要求交渉
の有無

あ り 1

な し 2 7ページの

問8ヘ

円

(2)妥結の有無について、 1つ選び0で囲んでください。

7ページの間Bへ

(3)妥結内容について該当する番号を1つ選び0で田んでください。また、妥結内容が「具体的

な賃上げ額を回答」又は「具体的な賃下げ額を回答」の場合は、妥結額
30及

び賃金改定率
創)

についてもご記入ください。

マイナス偶F・号 0707

円

%

要 求 月 日

月 日 (又は 前半・後半 )

要 求 内 容

具体的な賃上げ額を要求 1

2賃金体系維持
2の 求 額

妥 結 の 有 無

1妥結した

2妥結していない

妥 結 内 容

具体的な賃上げ額を回答 1

2具体的な賃下げ額を回答

3賃金体系維持

4賃金の改定を行わない
3め

=十 =

妥結額

賃金改定率
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手ゴ [以下は労働組合がある企業がお答えください。]

問8  労働組合からの、昨年の冬(令和5年9月 ～令和6年2月 )の賞与と今年の夏(令和6年 3月 ～
8月 )の賞与の要求交渉についてお答えください。

(1) ヵ暫鋳鍵黒謡曽Υ拠 ②
する番号を1つ選び0で田んでくださ
い 。

年間臨給状況
33)(夏 コ冬の賞与を交渉し、決

定する方式)について、該当する番号を1つ選
びOで田んでください。

(3)ヘ

(5)ヘ

(3)ヘ

月ヽ

か月

これで調査は終わりです。

[(3)及び(4)は、間8(2)で 1又は4を選択した企業がお答えください。]

(3)昨年の冬の賞与について、労働組合の要求額・ 求月 ご記入ください。
どちらか一方のみ要求があった場合は、要求のあっ ください。

(4)今年の夏の賞与について、労働組 い 。
どちらか一方のみ要求があっ

円

問〔 と答えた企業はこれで調査は終わりです。〕
[(5)は、間8(2)で2又は3を選択した企業がお答えください。]

(5)夏冬型及び冬夏型それぞれ1年間の賞与について、労働組合の賞与要求額・要求月数をご
記入ください。また、要求交渉の結果妥結した年間の妥結額、妥結月数についてもご記入くださ
い 。

額・月数のどちらか一方のみ要求及び妥結した場合は、要求及び妥結した方をご記入ください。

月円

組合員1人平均年間妥結額
十

:

0809

円 か 月

あ り 1
賞与要求
交渉の有無

な し 2

年間臨給状況

各期型 1

夏冬型 2

冬夏型 3

その他 4

組合員1人平均要求額
十

お|

合員1人平均要求額 要求月数

組合員1人平均年間要求額
十

=

年間要求月数

年間妥結月数

ご協力ありがとうございました。
調査票の記入が終わりましたら、同封の返信用封筒をご使用のうえ、
令和6年8月 10日 立でにご提出ください。

-7-



参考 「広報原稿」

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください。

厚 生 労 働 省

厚生労働省では、「令和 6年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定

方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する常

用労働者 100人以上を雇用する会社組織の民営企業から産業別及び企業規模別に選

定した約 3,600企業を対象とし、1月 から 12月 までの 1年間の労働者の賃金改定状

況について毎年調査しているものです。

調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会 (目 安に関する小委員会)

の審議で使用するほか、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用

されており、非常に重要な役割を担うた調査となっております。

対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何

卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。


